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川崎市手数料条例の一部を改正する条例 改正概要 

 

 

 

 

１ 条例の趣旨 

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第55号）」による「宅地造成等規制法」の一部改正（令和４年５月27日公布、令和５年５月26

日施行）、及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第53号）」による「建築基

準法」の一部改正（令和６年６月19日公布、この条例の関係部分は同年11月１日施行）に伴い、「川崎市手数料条例」（以下「条例」という。）において、

手数料の新設及び所要の整備等を行う。 

 

 

 

２ 条例の改正に係る宅地造成等規制法及び建築基準法の改正内容 

 （１）宅地造成等規制法の改正内容 

    令和３年に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも

十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ法律名称含めて抜本的に改正され

た。 

新たな許可対象として土石の一時的な堆積が追加されたことに加え、許可の基準に沿った工事が行われているかを確認するための中間検査を行う

ことや、災害防止のために必要な許可の基準が追加されたこと等の改正が行われた。 
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資料１



 

 

 

 

 （２）建築基準法の改正内容 

従来、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物については、工事に着手する前に、建築確認に代えて、建築計画を建築主事等に通知(以下

「計画通知」という。)しなければならなかったが、老朽化した公共施設の建替えや大規模災害時の公共施設の再建により計画通知が急増した場合に、

建築主事等が円滑に審査・検査等することが困難な状況が想定されることから、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の計画通知につい

て、指定確認検査機関による審査・検査等を可能とする法改正が行われた。 

 

 

      

図１ 計画通知の民間開放 
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３ 条例の改正内容 

 （１）宅地造成等規制法の改正に伴う条例の改正内容 

   ア 土石の堆積の許可申請に対する審査手数料の新規設定(条例第２条第256号イ及び257号イ) 

     宅地造成等規制法の一部改正に伴い、土石の一時的な堆積が新たに許可対象とされたため、土石の堆積の許可申請に対する審査手数料を新設す 

る。 

 

表１ 土石の堆積の許可申請に対する審査手数料(第２条第256号イ) 

土石の堆積する面積 手数料額（許可申請 １件当たり） 

500㎡以内のもの  11,000円 

500㎡を超え1,000㎡以内のもの  14,000円 

1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの  16,000円 

2,000㎡を超え3,000㎡以内のもの  20,000円 

3,000㎡を超え5,000㎡以内のもの  29,000円 

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの  32,000円 

10,000㎡を超え20,000㎡以内のもの  39,000円 

20,000㎡を超え40,000㎡以内のもの  54,000円 

40,000㎡を超え70,000㎡以内のもの  74,000円 

70,000㎡を超え100,000㎡以内のもの  111,000円 

100,000㎡を超えるもの  136,000円 
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   イ 中間検査の手数料の新規設定(条例第２条第257号の２) 

宅地造成等規制法の一部改正に伴い、新たに中間検査が規定されたため、中間検査に係る手数料を新設する。 

 

表２ 中間検査の手数料(第２条第257号の２) 

宅地造成又は特定盛土等の造成面積 手数料額（中間検査 １件当たり） 

3,000㎡以内のもの  3,100円 

3,000㎡を超え20,000㎡以内のもの  6,200円 

20,000㎡を超え40,000㎡以内のもの  12,400円 

40,000㎡を超え70,000㎡以内のもの  24,800円 

70,000㎡を超え100,000㎡以内のもの  43,400円 

100,000㎡を超えるもの  62,100円 
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   ウ 新規許可及び変更許可の申請に対する審査手数料の増額変更(条例第２条第256号ア及び257号ア) 

宅地造成等規制法の一部改正により、宅地等の造成における崖面以外の地表面への植栽の措置に係る技術的基準等、許可の基準が追加されたこ

とに伴い、審査項目が増え、許可等に係る処理時間が加算されるため、現行の手数料を増額する。 

 

表３ 宅地造成又は特定盛土等の許可申請に対する審査手数料(第２条第256号ア) 

改正前  改正後 

宅地造成の造成面積 
手数料額 

（許可申請 １件当たり） 

 
宅地造成又は特定盛土等の造成面積 

手数料額 

（許可申請 １件当たり） 

500㎡以内のもの  12,000円  500㎡以内のもの  16,000円 

500㎡を超え1,000㎡以内のもの  21,000円  500㎡を超え1,000㎡以内のもの  28,000円 

1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの  31,000円  1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの  40,000円 

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの  47,000円  2,000㎡を超え3,000㎡以内のもの  59,000円 

 (新設)  3,000㎡を超え5,000㎡以内のもの  68,000円 

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの  67,000円  5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの  93,000円 

10,000㎡を超え20,000㎡以内のもの  110,000円  10,000㎡を超え20,000㎡以内のもの  149,000円 

20,000㎡を超え40,000㎡以内のもの  170,000円  20,000㎡を超え40,000㎡以内のもの  229,000円 

40,000㎡を超え70,000㎡以内のもの  250,000円  40,000㎡を超え70,000㎡以内のもの  360,000円 

70,000㎡を超え100,000㎡以内のもの  340,000円  70,000㎡を超え100,000㎡以内のもの  509,000円 

100,000㎡を超えるもの  420,000円  100,000㎡を超えるもの  658,000円 
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   エ 法律名称の変更等に伴う所要の整備 

宅地造成等規制法の一部改正に伴い、条例内で引用している法律名称、用語の変更及び条文の条ずれが生じたため、所要の整備を行う。 

 

表４ 宅地造成等規制法の条ずれ等 

変更項目 
宅地造成等規制法 

(改正前) 

 
変更項目 

宅地造成及び特定盛土等法 

(改正後) 

法律名称 宅地造成等規制法  法律名称 宅地造成及び特定盛土等規制法 

宅地造成に係る許可の条項 第８条第１項  宅地造成等に係る許可の条項 第12条第１項 

宅地造成に係る変更許可の条項 第12条第１項  宅地造成等に係る変更許可の条項 第16条第１項 

 

 （２）建築基準法の改正に伴う条例の改正内容(条例第２条第195号、196号、197号、198号、200号及び202号) 

建築基準法の一部改正に伴い、条例内で引用している条文の項ずれが生じたため、所要の整備を行う。 

 

表５ 建築基準法の項ずれ 

変更項目 
建築基準法 

(改正前) 
 変更項目 

建築基準法 

(改正後) 

計画通知に係る完了検査の条項 第18条第16項  計画通知に係る完了検査の条項 第18条第20項 

計画通知に係る中間検査の条項 第18条第19項  計画通知に係る中間検査の条項 第18条第28項 

計画通知に係る仮使用の認定の条項 第18条第24項  計画通知に係る仮使用の認定の条項 第18条第38項 

 

４ 施行期日 

令和７年４月１日より施行する。ただし、建築基準法の一部改正に基づく条例の改正（条例第２条第195号、196号、197号、198号、200号及び202号）

については、公布の日から施行する。 

 

５ 経過措置 

  改正前の宅地造成等規制法第８条第１項の許可を受けた工事に係る変更許可の申請に対する審査については、改正前の手数料額を適用する。 
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川崎市手数料条例の一部を改正する条例 新旧対照表（宅地造成等規制法の一部改正に伴うもの） 

 

改正後 改正前 

○川崎市手数料条例 ○川崎市手数料条例 

昭和25年３月29日条例第６号 昭和25年３月29日条例第６号

  

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

（1）～（255）略 

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

（1）～（255）略 

(256) 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第12条第

１項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査 

(256) 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第８条第１項の規定に

基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査 

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 

（ア） 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの  

１件につき 16,000円 

ア 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの １

件につき 12,000円 

（イ） 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000 

平方メートル以内のもの １件につき 28,000円 

イ 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方

メートル以内のもの １件につき 21,000円 

（ウ） 盛土又は切土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え 

2,000平方メートル以内のもの １件につき 40,000円 

ウ 切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平

方メートル以内のもの １件につき 31,000円 

（エ） 盛土又は切土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え 

3,000平方メートル以内のもの １件につき 59,000円 

エ 切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平

方メートル以内のもの １件につき 47,000円 

（オ） 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超え 

5,000平方メートル以内のもの １件につき 68,000円 

(新設) 

（カ） 盛土又は切土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え 

10,000平方メートル以内のもの １件につき 93,000円 

オ 切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000

平方メートル以内のもの １件につき 67,000円 

（キ） 盛土又は切土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え 

20,000平方メートル以内のもの １件につき 149,000円 

カ 切土又は盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000

平方メートル以内のもの １件につき 110,000円 
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資料２



 

改正後 改正前 

（ク） 盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え 

40,000平方メートル以内のもの １件につき 229,000円 

（ケ） 盛土又は切土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え 

70,000平方メートル以内のもの １件につき 360,000円 

キ 切土又は盛土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000 

平方メートル以内のもの １件につき 170,000円 

ク 切土又は盛土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000

平方メートル以内のもの １件につき 250,000円 

（コ） 盛土又は切土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え 

100,000平方メートル以内のもの １件につき 509,000円 

ケ 切土又は盛土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え

100,000平方メートル以内のもの １件につき 340,000円 

（サ）  盛土又は切土をする土地の面積が100,000平方メートルを超え 

るもの １件につき 658,000円 

コ 切土又は盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるも

の １件につき 420,000円 

イ 土石の堆積に関する工事の場合 

（ア） 土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートル以内のもの  

１件につき 11,000円 

（イ） 土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超え1,000平 

方メートル以内のもの １件につき 14,000円 

（ウ） 土石の堆積を行う土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000 

平方メートル以内のもの １件につき 16,000円 

（エ） 土石の堆積を行う土地の面積が2,000平方メートルを超え3,000 

平方メートル以内のもの １件につき 20,000円 

（オ） 土石の堆積を行う土地の面積が3,000平方メートルを超え5,000 

平方メートル以内のもの １件につき 29,000円 

（カ） 土石の堆積を行う土地の面積が5,000平方メートルを超え 

10,000平方メートル以内のもの １件につき 32,000円 

（キ） 土石の堆積を行う土地の面積が10,000平方メートルを超え 

20,000平方メートル以内のもの １件につき 39,000円 

（ク） 土石の堆積を行う土地の面積が20,000平方メートルを超え 

40,000平方メートル以内のもの １件につき 54,000円 

（ケ） 土石の堆積を行う土地の面積が40,000平方メートルを超え 

70,000平方メートル以内のもの １件につき 74,000円 

（コ） 土石の堆積を行う土地の面積が70,000平方メートルを超え 
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改正後 改正前 

100,000平方メートル以内のもの １件につき 111,000円 

（サ） 土石の堆積を行う土地の面積が100,000平方メートルを超える 

もの１件につき 136,000円 

(257) 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第１項の規定に基づく宅地

造成等に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査  

 

 

 

(257) 宅地造成等規制法第12条第１項の規定に基づく宅地造成に関する

工事の計画の変更許可の申請に対する審査 １件につき ア及びイに掲

げる額を合算した額。ただし、その額が420,000円を超えるときは、

420,000円 

 

  ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 １件につき （ア）

及び（イ）に掲げる額を合算した額。ただし、その額が658,000円を超

えるときは、658,000円 

 

（ア） 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更（(イ)のみ

に該当する場合を除く。）については、盛土又は切土をする土地

の面積（(イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土

又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積の減

少を伴う場合にあっては減少後の盛土又は切土をする土地の面

積）に応じ前号アに規定する額に10分の１を乗じて得た額 

（イ） 新たな盛土又は切土をする土地の追加による宅地造成又は特定

盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに追加される

盛土又は切土をする土地の面積に応じ前号アに規定する額 

 

ア 宅地造成に関する工事の設計の変更（イのみに該当する場合を除

く。）については、切土又は盛土をする土地の面積（イに規定する変更

を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土

又は盛土をする土地の面積の減少を伴う場合にあっては減少後の切土

又は盛土をする土地の面積）に応じ前号に規定する額に10分の１を乗

じて得た額 

イ 新たな切土又は盛土をする土地の追加による宅地造成に関する工事

の設計の変更については、新たに追加される切土又は盛土をする土地

の面積に応じ前号に規定する額 

 

イ 土石の堆積に関する工事の場合 １件につき （ア）及び（イ）に掲

げる額を合算した額。ただし、その額が136,000円を超えるときは、

136,000円 

（ア） 土石の堆積に関する工事の計画の変更（(イ)のみに該当する場

合を除く。）については、土石の堆積を行う土地の面積（(イ)に規

定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積を行う土地
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改正後 改正前 

の面積、土石の堆積を行う土地の面積の減少を伴う場合にあって

は減少後の土石の堆積を行う土地の面積）に応じ前号イに規定す

る額に10分の１を乗じて得た額 

（イ） 新たな土石の堆積を行う土地の追加による土石の堆積に関する

工事の計画の変更については、新たに追加される土石の堆積を行

う土地の面積に応じ前号イに規定する額 

(257)の2 宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第１項の規定に基づく申

請に係る中間検査 

ア 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル以内のもの 1

件につき 3,100円 

イ 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超え20,000

平方メートル以内のもの 1件につき 6,200円 

ウ 盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000

平方メートル以内のもの 1件につき 12,400円 

エ 盛土又は切土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000

平方メートル以内のもの 1件につき 24,800円 

オ 盛土又は切土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え

100,000平方メートル以内のもの 1件につき 43,400円 

カ 盛土又は切土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるも

の 1件につき 62,100円 
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川崎市手数料条例の一部を改正する条例 新旧対照表（建築基準法の一部改正に伴うもの） 

 

改正後 改正前 

○川崎市手数料条例 ○川崎市手数料条例 

昭和25年３月29日条例第６号 昭和25年３月29日条例第６号

  

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

(195) 建築基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第18条第20

項の規定に基づく通知に係る完了検査 

(195) 建築基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第18条第16

項の規定に基づく通知に係る完了検査 

(196) 建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく申請又は同法第18条

第28項の規定に基づく通知に係る中間検査を受けた場合の同法第７条第

１項の規定に基づく申請又は同法第18条第20項の規定に基づく通知に係

る完了検査 

(196) 建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく申請又は同法第18条

第19項の規定に基づく通知に係る中間検査を受けた場合の同法第７条第

１項の規定に基づく申請又は同法第18条第16項の規定に基づく通知に係

る完了検査 

(197) 建築基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第18条第20

項の規定に基づく通知に係る完了検査（当該完了検査の対象に建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号。以下

「建築物省エネ法」という。）第12条第１項若しくは第２項又は第13条

第２項若しくは第３項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた

建築物エネルギー消費性能確保計画又は当該計画の変更に係る建築物

（以下この号において「判定建築物」という。）が含まれる場合に限る。）

(197) 建築基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第18条第16

項の規定に基づく通知に係る完了検査（当該完了検査の対象に建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号。以下

「建築物省エネ法」という。）第12条第１項若しくは第２項又は第13条

第２項若しくは第３項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた

建築物エネルギー消費性能確保計画又は当該計画の変更に係る建築物

（以下この号において「判定建築物」という。）が含まれる場合に限る。）

(198) 建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく申請又は同法第18条

第28項の規定に基づく通知に係る中間検査 

(198) 建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく申請又は同法第18条

第19項の規定に基づく通知に係る中間検査 

(200) 建築基準法第87条の４若しくは同法第88条第１項若しくは第２項

において準用する同法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第87条

の４若しくは同法第88条第１項若しくは第２項において準用する同法第

18条第20項の規定に基づく通知に係る完了検査 

(200) 建築基準法第87条の４若しくは同法第88条第１項若しくは第２項

において準用する同法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第87条

の４若しくは同法第88条第１項若しくは第２項において準用する同法第

18条第16項の規定に基づく通知に係る完了検査 
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資料３



 

改正後 改正前 

(202) 建築基準法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は第18条第

38項第１号若しくは第２号（同法第87条の４又は第88条第１項若しくは

第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用の認定の

申請に対する審査 １件につき 120,000円 

(202) 建築基準法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は第18条第

24項第１号若しくは第２号（同法第87条の４又は第88条第１項若しくは

第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用の認定の

申請に対する審査 １件につき 120,000円 
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